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KYOTO STEAM 2020－STEAM THINKING Start Up Exhibition（仮称） 

会場設営等業務 委託仕様書（案） 

 

１ 展覧会概要 

⑴ 名称 
KYOTO STEAM 2020－STEAM THINKING Start Up Exhibition（仮称） 

⑵ 会期 

令和２年 年内（１箇月程度） 

※月曜日休館 

⑶ 会場 

京都市京セラ美術館（予定） 
⑷ 展示内容 

令和元年度に開催予定だった「STEAM THINKING－未来を創るアート京都

からの挑戦 国際アートコンペティション スタートアップ展」（以下「スタート

アップ展」という。）の出品作品として制作された７作品及び「STEAM 
THINKING－未来を創るアート京都からの挑戦 アート×サイエンス GIG」の

出品作品として制作された３作品のほか，実行委員会が選定するゲスト１作品

の計１１作品を予定。また，パンフレット等の展示・配布ブースを設置予定。 

 ⑸ 観覧料金 

   有料予定 

 
２ 業務内容 

⑴ 本業務を進めるに当たっての基本内容 
ア 受託事業者は，KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会（以下「実

行委員会」という。）と定期的に協議を行い，業務を進めること。 
イ 受託事業者は，あらかじめ契約締結日から業務完了日までの全体工程書案

を実行委員会と協議のうえ作成すること。作成した全体工程書案については，

協議の際に進捗状況を反映させたものをその都度作成し，更新内容を実行委

員会及び受託事業者において共有すること。 
⑵ 実施設計図，電気映像計画図等の作成 

受託事業者は，履行場所の特性（壁面・床の保護，電源の確保，搬入口の大

きさ等）を踏まえ，あらかじめ実施設計図や電気映像計画図等を作成し，提案

すること。 
ただし，最終的には実行委員会と協議のうえ，内容を決定するものとする。 

⑶ 会場設営・撤去 
受託事業者は実行委員会が策定する基本設計平面図に基づいて，実行委員会

と協議し，承認を受けたうえで，以下の業務を実施すること。 
ア 会場実施設計および設営業務 

施工期間：１週間～１０日間程度 

作業時間：１０時～１８時 
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(ｱ) 会場実施設計 

「基本設計平面図」に基づき，実施設計図，製作図を作成すること。 

(ｲ) 仮設壁面工事 

仮設壁パネル（支給品）を組み立て，目地・小口処理，パネルの製作・

施工を行う。 

(ｳ) 塗装工事 

仮設壁パネルのジョイント塗装，仮設壁，既存壁等の塗装を行う。 

(ｴ) 電気映像工事 

プロジェクター設置，映像調整を行う。 
イ 会場撤去業務 

施工期間：１週間～１０日間程度 

作業時間：１０時～１８時 

(ｱ) 仮設壁撤去工事 

(ｲ) 電気映像撤去工事 

(ｳ) 造作撤去工事 

床，金物は撤去のみとし，館内で保管する。 

(ｴ) 廃材処理 

ウ その他留意事項 
(ｱ) 会場設営後，引渡しの前に実行委員会の立ち合いのもと展示に適切な

環境となっているかについて確認を受け，必要な環境が確保されていな

いと実行委員会が認める場合は，受託事業者の負担において改善を図る

こと。 

(ｲ) 受託事業者は，展示空間の設営前に実行委員会等の立ち合いのもと現

状確認を行い，開幕後速やかに次回展主催者と協議のうえ，原状回復計

画書を作成すること。資料の作成に当たっては画像などの記録を取り，

設営箇所を明確に把握すること。 

(ｴ) 会期後，作品撤収の後には，速やかに会場施工物を撤去し，原状回復計

画書に基づき，仮設壁パネルの補修，原状回復，移動保管（仮設壁パネル

は展示室内，その他は倉庫保管）を行うこと。展示に伴い発生した廃棄物

処理，既存壁面，床面の原状回復（ビス穴パテ補修程度，仮設壁パネルを

含む）を適切に実施すること。 

(ｵ) 受託事業者は，業務の実施に当たり，履行場所を損傷することのない

よう予防措置を取ること。履行場所を損傷させた場合には，実行委員会

及び京都市京セラ美術館（以下「美術館」という。）との協議のうえ，原

状回復の方法や実施時期等について決定するものとする。  

(ｶ) 受託事業者は，業務実施に当たっては技術監督を配置し，実行委員会

及び関係者等との連絡調整を行い，全体スケジュールの管理及び関係者

等へ共有すること。また，必要に応じて実行委員会等及び関係業者等と

の協議の場を設定し，連携して業務に当たること。 
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⑷ スタートアップ展出品作品の運搬及び搬出入作業等 
  ア 受託事業者は，あらかじめ作品の運搬及び搬出入に係る計画を作成し，実

行委員会の承認を受けるものとする。 
  イ 作品の運搬及び搬出入については，実行委員会をはじめ，美術館，アーテ

ィストや企業等，関係者との調整のうえ実施すること。 
ウ 作品の運搬時及び展覧会会期中には作品に保険をかけること。 

※昨年度実績：２トントラック６台。７作家中，４作家が関西圏からの運搬 
３作家が関東からの運搬。 

 ⑸ 開催期間中の緊急時対応 
開催期間中の施工物の不具合，機材トラブル等の緊急時については，迅速に

対応し，復旧に努めること。 
 

３ 業務遂行上の留意点 

⑴ 契約締結後，速やかに以下の書類を提出すること。提出に当たっては，あら

かじめ実行委員会の承認を受けること。 
・スケジュール表（工程表） 

    ・実施管理責任者，連絡実務担当者及び各業務担当者一覧表  
    ・外部の協力者がある場合は，その協力者の概要と担当者一覧表  
    ・その他，実行委員会が必要に応じて指定する書類  
  ※内容に変更が生じた場合には，速やかに実行委員会に報告し，承認を得るこ

と。 

⑵ 業務遂行に当たっては，定期的に実行委員会へ進捗等について報告すること。

また，実行委員会から報告等を求められた場合は，速やかに対応すること。 
 

４ 委託期間 

契約締結日から令和２年１２月２８日（月）まで 
 

５ 契約条件 

⑴ 契約形態 
委託契約 

⑵ 委託金額の上限 
１２，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※経費内訳を作成，添付すること。ただし，国庫補助対象経費として報告でき

る経費であること。詳細は参考資料のとおり。 

⑶ 支払い 
委託業務の全部又は一部の完了を確認した後，受託者の請求により委託料を

支払う。支払回数及び支払時期については，受託者選定後，契約時に協議し決

定する。 
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６ 業務報告 

  全ての業務終了後，業務内容のすべてを記載した業務報告書をデータ及び紙媒

体で提出すること。 
 
７ その他 

⑴ 法令順守 
本業務は，本仕様書によるほか，関係法令等に準拠して実施すること。 

⑵ 秘密の保持 
受託者は，本契約業務履行を通じて知り得た秘密を外部に漏らし，又は，他

の目的に使用してはならない。 
前規定は，契約が終了，又は解除された後においても同様とする。 

⑶ 委託金額の範囲  
本業務の遂行に必要な資料，情報の収集，実施例の調査等は本業務に含む。

したがって，追加費用は一切請求できない。 

⑷ 委託料の減額 
契約内容の不履行が発生し，実行委員会の指導にもかかわらず受託者の積極

的な改善が図られなかったものと実行委員会が判断した場合には，不履行が発

生した業務に係る委託料を減額する。 

⑸ 損害賠償 
委託業務の実施に伴い第三者に与えた損害は,実行委員会の責に帰すべきも

のを除き，全て受託者の責任において処理すること。 

⑹ 協議事項 
本仕様書に定めのない事項又は事業の実施に関して疑義が生じた場合は，受

託者は，速やかに実行委員会と協議を行うものとし，当該協議が整わないとき

は，実行委員会の指示するところによるものとする。 

 ⑺ その他 
新型コロナウイルス感染症の影響により，実行委員会の予算に変動があった

場合，委託金額及び業務内容を変更する可能性がある。 
 


